
『Yahoo! BBダイヤルアップ接続サービス契約約款』新旧対照表
改定前（ 2007 年 3 月 31 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第 3 条(用語の定義)

(4)Yahoo! BB サービス

本規約の附記第１ 項に列挙する も の

(5)会員規約

本規約の附記第２ 項に列挙 する も のであ っ て 、

Yahoo! BB サービス の契約に係る 契約約款

第 3 条(用語の定義)

(4)Yahoo! BB サービス

ヤフ ー株式会社およ び当社が提供する ブロ ード バ

ンド サービス の総称

(5)会員規約

Yahoo! BB サービス の契約に係る 契約約款

【 附記】

１ ． 第3条第(4)号に定める 「 Yahoo! BBサービス 」

と は、 次の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス

(2)「 Yahoo! BB SOHO」 サービス

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

２ ． 第3条第(5)号に定める 「 会員規約」 と は、 次の

通り と し ま す。

(1)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス ： ヤフー株式会社

の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款） 」

およ び当社の定める 「 ソ フト バンク Ｂ Ｂ サービス 規

約」

(2)「 Yahoo! BB SOHO」 サービス ： 当社の定める

「 Yahoo! BB SOHOサービス 利用規約」 およ びヤフ

ー株式会社の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約

（ 約款） 」

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス： ヤフー株式

会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款）」

およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 ホームサービ

ス 規約」

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス ： ヤフー

株式会社の定める「 Yahoo! BB サービス 会員規約（ 約

款）」 およ び当社の定める「 Yahoo! BB 光 マンショ

ンサービス 規約」

（ 削除）

『公衆無線LAN利用規約』新旧対照表



改定前（ 2007 年 3 月 31 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第２ 条（ 用語の定義）

（ ５ ） 「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 本規約の附記

第１ 項に列挙する も のをいいます。

（ ６ ）「 会員規約」 と は、 本規約の附記第２ 項に列

挙する も のであって、 Yahoo! BB サービス の契約に

係る 契約約款をいいます。

第２ 条（ 用語の定義）

（ ５ ） 「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 ヤフ ー株式会

社およ び当社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス

の総称をいいま す。

（ ６ ）「 会員規約」 と は、 Yahoo! BB サービス の契

約に係る 契約約款をいいます。

【 附記】

１ ． 第２ 条第(５ )号に定める 「 Yahoo! BBサービス 」

と は、 次の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス

(2)「 Yahoo! BB SOHO」 サービス

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

２ ． 第２ 条第(６ )号に定める 「 会員規約」 と は、 次

の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス ： ヤフー株式会社

の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款） 」

およ び当社の定める 「 ソ フ ト バンク BBサービ ス 規

約」

(2)「 Yahoo! BB SOHO」 サービス ： 当社の定める

「 Yahoo! BB SOHOサービス 利用規約」 およ びヤフ

ー株式会社の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約

（ 約款） 」

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス： ヤフー株式

会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款）」

およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 ホームサービ

ス 規約」

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス ： ヤフー

株式会社の定める「 Yahoo! BB サービス 会員規約（ 約

款）」 およ び当社の定める「 Yahoo! BB 光 マンショ

ンサービス 規約」

（ 削除）

『海外ローミング利用規約』新旧対照表

改定前（ 2007 年 3 月 31 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第2条（ 定義） 第2条（ 定義）



(10) 「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 本規約の附記第

1項に列挙する も のをいいます。

(11) 「 会員規約」 と は、 本規約の附記第 2 項に列挙

する も のであって、 Yahoo! BB サービス の契約に係

る 契約約款をいいま す。

(10)「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 ヤフ ー株式会社

およ び当社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス の

総称をいいます。

(11) 「 会員規約」 と は、 Yahoo! BB サービス の契約

に係る 契約約款をいいま す。

【 附記】

1.第2条第10号に定める「 Yahoo! BBサービス 」と は、

次の通り と し ま す。

(1)「 Yahoo! BBサービス 」

(2)「 Yahoo! BB SOHOサービス 」

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

2.第2条第11号に定める 「 会員規約」 と は、 次の通

り と し ます。

(1)「 Yahoo! BBサービス 」 ： ヤフ ー株式会社の定め

る 「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款） 」 およ び

当社の定める 「 ソ フ ト バンク BBサービス 規約」

(2)「 Yahoo! BB SOHOサービス 」 会員： 当社の定め

る「 Yahoo! BB SOHOサービス 利用規約」 およ びヤ

フ ー株式会社の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規

約（ 約款） 」

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス： ヤフー株式

会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款）」

およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 ホームサービ

ス 規約」

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス ： ヤフー

株式会社の定める「 Yahoo! BB サービス 会員規約（ 約

款）」 およ び当社の定める「 Yahoo! BB 光 マンショ

ンサービス 規約」

（ 削除）

『モバイル接続利用規約』新旧対照表

改定前（ 2007 年 3 月 31 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第２ 条（ 用語の定義）

（ ５ ） 「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 本規約の附記

第１ 項に列挙する も のをいいます。

（ ６ ）「 会員規約」 と は、 本規約の附記第２ 項に列

第２ 条（ 用語の定義）

（ ５ ） 「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 ヤフ ー株式会

社およ び当社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス

の総称をいいま す。



挙する も のであって、 Yahoo! BB サービス の契約に

係る 契約約款をいいます。

（ ６ ）「 会員規約」 と は、 Yahoo! BB サービス の契

約に係る 契約約款をいいます。

【 附記】

１ ． 第２ 条第(５ )号に定める 「 Yahoo! BBサービス 」

と は、 次の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス

(2)「 Yahoo! BB SOHO」 サービス

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

２ ． 第２ 条第( ６ ) 号に定める 「 会員規約」 と は、 次

の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス ： ヤフー株式会社

の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款） 」

およ び当社の定める 「 ソ フ ト バンク BBサービス 規

約」

(2)「 Yahoo! BB SOHO」 サービス ： 当社の定める

「 Yahoo! BB SOHOサービス 利用規約」 およ びヤフ

ー株式会社の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約

（ 約款） 」

(3)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス： ヤフー株式

会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款）」

およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 ホームサービ

ス 規約」

(4)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス： ヤフー

株式会社の定める 「 Yahoo! BB サービス 会員規約

（ 約款） 」 およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 マ

ンショ ンサービス 規約」

（ 削除）

『無線TVサービス利用規約』新旧対照表
改定前（ 2007 年 3 月 31 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第２ 条（ 定義）

(6)「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 本規約の附記第１

項に列挙する も のをいいます。

(7)「 会員規約」 と は、 本規約の附記第２ 項に列挙す

る も のであって、 Yahoo! BB サービス の契約に係る

契約約款をいいます。

第２ 条（ 定義）

(6)「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 ヤフ ー株式会社お

よ び当社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス の総

称をいいま す。

(7) 「 会員規約」 と は、 Yahoo! BB サービス の契約

に係る 契約約款をいいま す。



第５ 条 （ 無線Ｔ Ｖ サービス 利用契約の成立） の 3

(1)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス の場合、 その

申込日から 起算し て７ 日目の日が属する 月の翌月

１ 日

(2)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス の場合、

その 申込日から 起算し て７ 日目の日が属する 月の

翌月１ 日

(3)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス の場合、 その申込

日から 起算し て７ 営業日目の日が属する 月の翌月

１ 日

第５ 条 （ 無線Ｔ Ｖ サービス 利用契約の成立） の 3

(1)「 Yahoo! BB 光」 サービス の場合、 その申込日

から 起算し て７ 日目の日が属する 月の翌月１ 日

(2)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス の場合、 その申込

日から 起算し て７ 営業日目の日が属する 月の翌月

１ 日

【 附記】

１ ． 第２ 条第(６ )号に定める 「 Yahoo! BBサービス 」

と は、 次の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

(2)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

(3)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス

２ ． 第２ 条第(７ )号に定める 「 会員規約」 と は、 次

の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス： ヤフー株式

会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款）」

およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 ホームサービ

ス 規約」

(2)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス： ヤフー

株式会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約

款） 」 およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 マンシ

ョ ンサービス 規約」 第３ 条で定める 区分のう ち第１

種サービス

(3)「 Yahoo! BB ADSL」 サービス ： ヤフー株式会社

の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款） 」

およ び当社の定める 「 ソ フ ト バンク BBサービ ス 規

約」

（ 削除）

『BBサポートワイド会員規約』新旧対照表
改定前（ 2007 年 9 月 4 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第２ 条（ 定義）

１ ０ ．「 Yahoo! BB サービス 」 と は、 本規約の附記

第２ 条（ 定義）

１ ０ ．「 Yahoo!BB サービス 」 と は、 ヤフー株式会社



第１ 項に列挙する も のをいいます。 およ び当社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス の

総称をいいます。

（ 新設） 第２ 条（ 定義）

１ ０ ． SoftBank ブロ ード バンド サービス と は、 当

社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス の総称を い

います。

【 附記】

第２ 条第（ 10） 号に定める 「 Yahoo! BBサービス 」

と は、 次の通り と し ます。

（ １ ） 「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

（ ２ ） 「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

（ ３ ） 「 Yahoo! BB 光 タイプS」 サービス

（ ４ ） 「 Yahoo! BB ADSL」

（ 削除）

『「BBセキュリティ」サービス利用規約』新旧対照表
改定前（ 2007 年 3 月 31 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第２ 条（ 用語の定義）

（ ４ ） 「 Yahoo! BB サービス 」 と は、 本規約の附記

第１ 項に列挙する も のをいいます。

第２ 条（ 用語の定義）

（ ４ ） 「 Yahoo! BB サービス 」 と は、 ヤフ ー株式会

社およ び当社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス

の総称をいいま す。

第７ 条（ サポート 等）

当社は、 当社が別途定める 条件およ び方法に従い、

本サービ ス の利用に関し て必要なサポート を 利用

者に対し 提供いたし ます。

第７ 条（ サポート 等）

当社は、 当社ホームページに掲載し ている 本サービ

ス の動作環境（ http://bbsecu.jp/kiyaku） に従い、

動作環境を満たした利用者に対し 、以下のサポート

を提供いたし ま す。

（ １ ） 本サービス のセッ ト アップに関する サポート

（ ２ ） 本サービス の製品ト ラブル／エラーに関する

サポート

（ ３ ） 本サービス の機能／設定／操作に関する サポ

ート

【 附記】

１ ． 第2条第4号に定める 「 Yahoo! BBサービス 」 と

は、 次の通り と し ま す。

（ １ ） 「 Yahoo! BBサービス 」

（ ２ ） 「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

（ ３ ） 「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

（ 削除）

http://bbsecu.jp/kiyaku


２ ． 第2条第8号に定める 「 会員規約」 と は、 次の通

り と し ます。

（ １ ） 「 Yahoo! BBサービス 」 ： ヤフ ー株式会社の

定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款） 」 お

よ び当社の定める 「 ソ フ ト バンク BBサービス 規約」

（ ２ ） 「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス ： ヤフー

株式会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約

款） 」 およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 ホーム

サービス 規約」

（ ３ ） 「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス ： ヤ

フ ー株式会社の定める 「 Yahoo! BBサービス 会員規

約（ 約款） 」 およ び当社の定める「 Yahoo! BB 光 マ

ンショ ンサービス 規約」

『BBコンテンツサービス利用規約「BBソフト」サービス個別規定』新旧対照表
改定前（ 2007 年 3 月 31 日付） 改定後（ 2008 年 6 月 1 日付）

第２ 条（ 用語の定義）

(7)「 Yahoo! BBサービス 」 と は、 本個別規定の附記

第１ 項に列挙する も のをいいます。

(8)「 会員規約」 と は、 本個別規定の附記第 2 項に列

挙する も のであって、 Yahoo! BB サービス の契約に

係る 契約約款をいいます。

第２ 条（ 用語の定義）

(7)「 Yahoo! BB サービス 」 と は、 ヤフ ー株式会社お

よ び当社が提供する ブロ ード バン ド サービ ス の総

称をいいま す。

(8) 「 会員規約」 と は、 Yahoo! BB サービス の契約

に係る 契約約款をいいま す。

第８ 条（ BBソ フ ト のサポート ）

当社は、 当社が別途定める 条件およ び方法に従い、

BB ソ フ ト の利用に関し て必要なサポート を利用者

に対し 提供する も のと し ます。

第８ 条（ BB ソ フ ト のサポート ）

当社は、 当社ホームページに掲載し ている 本サービ

ス の動作環境（ http://bbsoft.jp/kiyaku） に従い、

動作環境を満たした利用者に対し 、以下のサポート

を提供いたし ま す。

（ １ ） 本サービス のセッ ト アップに関する サポート

（ ２ ） 本サービス の製品ト ラブル／エラーに関する

サポート

（ ３ ） 本サービス の機能／設定／操作に関する サポ

ート

http://bbs


【 附記】

１ ． 第2条第(7)号に定める 「 Yahoo! BBサービス 」

と は、 次の通り と し ます。

(1)「 Yahoo! BBサービス 」

(2)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス

(3)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス

２ ． 第2条第(8)号に定める 「 会員規約」 と は、 次の

通り と し ま す。

(1)「 Yahoo! BBサービス 」 ： ヤフ ー株式会社の定め

る 「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款） 」 およ び

当社の定める 「 ソ フ ト バンク BBサービス 規約」

(2)「 Yahoo! BB 光 ホーム」 サービス： ヤフー株式

会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約款）」

およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 ホームサービ

ス 規約」

(3)「 Yahoo! BB 光 マンショ ン」 サービス： ヤフー

株式会社の定める「 Yahoo! BBサービス 会員規約（ 約

款） 」 およ び当社の定める 「 Yahoo! BB 光 マンシ

ョ ンサービス 規約」

（ 削除）


